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研究成果の概要（和文）：　一般社団法人が法律により指定を受ける形で法令業務を行う際、特に問題となるよ
うなことはないということが確認できた。
　また、地域の維持、管理に必要な諸活動を行う主体として、既存の団体、組織を一般社団法人として法人化し
て、衰退する農山漁村を維持、再生することができるかという課題に関しては、一般社団法人は、地域における
中心的な存在として活動し、その役割を担う存在というよりは、地域のまとまりを示す象徴的存在といった位置
づけがふさわしいとの結論が得られた。

研究成果の概要（英文）： During the period of this research, acts concerning agricultural policies 
has been amended so that rural publicness in countryside can be formed by  "Region Management 
Organization"(RMO). RMOs will work together with agricultural land conservation activities and 
economic activities, including life support, to contribute to the maintenance of local communities. 
So this research may be continued  to reveal the contents of RMOs.     
   

研究分野： 法社会学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　一般社団法人が制度化されて15年以上が経ち、制度利用の可能性について検討することが求められていたが、
本研究によって、地域社会維持のための活動が困難になりつつある農山漁村等の条件不利地域において、一般社
団法人が果たしている象徴としての役割は、一定程度重要性があることが明らかになった。法の予定した、営利
でもなく公益でもない、いわば共益のための受け皿として、一般社団法人が一定程度その役割を果たすことがで
きることが明らかになったことの社会的意義が一定程度認められる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
(1)2004 年民法改正によって、それまでの社団・財団法人は、公益社団・財団法人と一般社団・
財団法人に分離することとなった。以後十数年が経過し、既存法人の衣替えは進んだが、新規に
法人化する団体等はそれほど多くはなく、新制度の利用促進に向け、検討すべき状況にあった。 
 また、研究開始時には、2015 年農業委員会法改正によって既存の農業委員会系統組織が農業
委員会ネットワーク機構へと改組され、従来の特殊法人ではなく一般社団法人等が指定を受け
て法令業務を行うこととされる法整備がなされたこと等があった。こうした場合に、社団法人が
一般社団法人となり、公益認定を受けない場合に、例えば法律に基づく指定を受けて法令業務を
行う場合に何か問題が生じないか、といった問題があった。 
 
(2)過疎化、高齢化が進み、生活環境維持のための諸活動を主体的に行うことが困難になりつつ
ある地域が、全国の中山間や沿岸、離島等の条件不利地域に中心に広がっており、深刻な問題と
なっていた。こうした地域の維持のために、従来からある地域団体を一般社団法人として法人化
し、地域維持活動の担い手とすることができないか調査し、その可能性を探る必要性があった。 
 
２．研究の目的 

 
一般社団法人が法律に基づく指定を受けて法令業務を行う場合に、業務における公共性の担

保にどのような課題があるか、また法令業務を行っていく上で一般社団法人側に課題があるか、
実態調査に基づき明らかにする。農業委員会等に関する法律の 2015 年改正で新たに設置された
農業委員会ネットワーク機構として指定されている全国農業会議所および都道府県農業会議を
主な調査対象とする。 
さらに、一般社団法人の活動領域の拡大可能性について検討する。過少利用状態に陥った沿岸

海域や放棄林、耕作放棄地等において、地域共通資源の持つ公共性を維持してきた生産者その他
の組織に代わって、一般社団法人が地域の維持という役割を担って地域における中心的組織と
して活動することが可能かどうか、あるいは可能にするために必要な法改正等も含めて明らか
にする。 
 
３．研究の方法 
 
(1)法に基づく指定による一般社団法人の活動について、調査に基づきその実態と課題を明らか
にし、一般社団法人の法規定の実現主体としての適格性について検討する。その上で一般社団法
人が免許や政策的支援を受ける主体としての適格性や、従来の主体との比較における優劣を検
討し、一般社団法人の活動可能領域の拡大可能性の範囲について検討する。 
2015 年に農業委員会法が改正され、全国農業会議所および都道府県農業会議を一般社団法人

化し、新たに農業委員会ネットワーク機構として指定し、指定をうけて法律上の業務を行うこと
となった。改正法は 2016 年 4 月から施行されており、全国農業会議所も都道府県農業会議も、
それぞれ一般社団法人化を行った上で指定を受け、活動を行っている。法律に規定された業務を
一般社団法人が指定を受ける形で行うことにどのような課題があるのか、あるいは一般社団法
人が行う法令業務について、公共性が減殺されるといったことがないのかといった課題につい
て検討する。 
 
(2)権利の空洞化が顕著で今後容易に利用の回復が見込めない地域において、一般社団法人等が
免許を受けるなどして、地域的公共性を維持するための受け皿としての機能を果たすことがで
きないか、検討する。産業基盤としての機能は発揮できないが生活基盤としては十分機能し、そ
れが喪われればその地域での生活が成り立たなくなる地域共通資源とその周辺環境は、沿岸海
域に限らず、森林や牧野、あるいは農地おいても、空洞化が顕在化しているところでその維持が
課題となっている。それぞれ地域ごとに、地域的公共性を維持するため、利益追求ではなく公共
事業でもない、あるいは両者が混じり合った事業や業務を行う主体として、一般社団法人あるい
はその他の法的、地域的組織を措定し、法と組織の相互関係をどのようにすべきか、実態調査を
もとに検討する。 
 
４．研究成果 
 
(1)一般社団法人が法の指定に基づいて法令業務を行う際の問題点については、全国農業会議所、
都道府県農業会議の職員等に聞き取りを実施した結果、特に問題がないという認識を得た。また、
全国農業会議所、都道府県農業会議については、農業委員会ネットワーク機構として指定を受け
て現在も活動を行っており、その活動報告についてはそれぞれ公表されているが、それらを見る



限り、特に問題が顕在化するといったことは起きていないことも付言しておく。 
 
(2)担い手不足の地域における地域活動の維持のために、地域団体を一般社団法人化するという
課題については、次のような結論に至った。農山漁村地域に実在する一般社団法人としては、い
わゆる集落営農の 2 階建て方式の 1 階部分に相当する一般社団法人がかなりの数が存在してお
り、活動の実態を確認することができた。ただし、1階部分であるので、具体的な活動（営農や
それに付随する諸活動－例えば畦畔の管理や農道、水路の整備等）については 2階部分の有限会
社や農事組合法人が担っているケースがほとんどであり、地域的公共性の形成主体という意味
づけは難しいとみられるものが多かった。地域の関係者の多くを取り込んだ形で法人が設立さ
れている場合には、法人の設立自体が地域のまとまりを示すことにはなっているので、そうした
ケースにおいては地域的公共性の形成主体というよりは公共性の具現化と言えなくもない、と
いう結論を得ることはできた。これは当初のもくろみからはかなりの隔たりが生じたこともま
た、認めなければならない。 
また、研究延長期間中、2022 年の農業経営基盤強化促進法改正によって、人・農地プランが

法定化された。これにより農村地域の将来像を含む地域資源の利用計画については同プランに
よって策定、実施される見込みとなった。農村地域という限定はつくが、法的裏付けのある形で
地域の将来像を含め検討する場が制度的に確保できたことは、本研究の目的である地域的公共
性の実現に向けた追い風と捉えることができるので、このことについても記しておく。 
 
 本研究は、実態調査について新型コロナウイルス禍のために期間延長したのにもかかわらず
2021 年度以降満足に実施することができず、予算を返上する事態となってしまった。このため、
当初企図していた成果を十分に挙げられなかったことについて、反省すべき点として記してお
く。 
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